
 宇部市家族介護支援事業試行実施要綱  

  

（趣旨及び目的） 

第１条 この要綱は、家族介護者の身体的・精神的負担を軽減することを目的として、家

族介護者に対しより適切な介護方法を知る機会を提供し、また家族介護者が自分のため

に使う時間を作る事業を試行実施することについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）「要介護者等」とは、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第７条第３項に規定する要介護者、同条第４項に規定する要支援者又は宇

部市地域包括支援センター等からの聴取で明らかに介護が必要な状態と判断でき

る者で、市内住所に住民登録がある者をいう。 

（２）「介護者」とは、要介護者等を在宅で介護する者をいう。 

（３）「家族介護者」とは、市内住民登録の有無にかかわらず、要介護者等と同居して

いる介護者をいう。 

（事業の種類） 

第３条 事業の種類は、次のとおりとする。 

 (１) 介護講座・交流（集い） 

(２) 個別講座（訪問） 

(３) 安心・付き添い（訪問） 

（事業の運営） 

第４条 市長は、この事業を実施するに当たり、「個別講座（訪問）」については訪問看

護・訪問リハビリテーション事業所等を、「安心・付き添い（訪問）」については訪問介

護事業所等の介護に精通し事業の遂行に適当な事業所を審査・決定し、この事業に必要

な費用に対し助成金を交付する。 

（事業の内容） 

第５条 「介護講座・交流（集い）」の事業内容は、次に掲げるものとする。 

（１）介護、福祉に関する講座、講演会 

（２）介護、福祉に関する相談、情報提供 

（３）介護者同士の交流、情報交換  

（４）介護者の身体的、精神的負担軽減につながるもの 

２ 「個別講座（訪問）」の事業内容は、看護師、リハビリテーション専門職、介護福祉

士が家族介護者を家庭訪問して行う、次に掲げるものとする。 

（１）要介護者等の状況や現在の介護方法、家族介護者の不安な点や希望するアドバイ 

ス内容の聴取・アセスメント 

（２） 要介護者等の状況に応じた今よりも負担の少ない移動・移乗・体位交換等介助

方法の提案 

（３） 食事・排泄・保清・更衣介助の工夫を情報提供 



（４） その他身体的・精神的負担軽減につながる提案・情報提供 

３ 「安心・付き添い（訪問）」の事業内容は、次に掲げるものとする。 

（１）介護保険サービスの対象外となる通院時病院内での介助（待ち時間の付き添い 

等） 

（２）家庭内での見守り、話し相手 

（３）家族介護者の話し相手、健康相談 

（事業の実施申請） 

第６条 既存の集い等で、「介護講座・交流（集い）」に該当する内容がある場合は、運営

主体が LoGoフォームにより市長に申し出るものとする。申し出のあった既存の集い

等については、市長が家族介護者に広く周知する。 

２ 「個別講座（訪問）」又は「安心・付き添い（訪問）」を実施しようとする事業所は、

宇部市家族介護支援事業試行実施申込書（様式第１号）により、市長に申請するもの 

とする。「個別講座（訪問）」においては、家族介護者がアドバイスを希望する内容に 

適切に対応するため法人単位で複数の事業所により実施申請することは差し支えな 

い。 

（事業の実施決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、実施の可否

を決定し、宇部市家族介護支援事業試行実施決定通知書（様式第２号）により、申請者

（以下、「実施事業所」という。）に通知するものとする。 

（「個別講座（訪問）」の対象者） 

第８条 「個別講座（訪問）」の対象者は、要介護者等を在宅介護中で、アドバイスを希望

する家族介護者とする。 

（「安心・付き添い（訪問）」の対象者） 

第９条 「安心・付き添い（訪問）」の対象者は、要介護者等を在宅で主に介護されている

家族介護者とする。 

（利用申請） 

第１０条 「個別講座（訪問）」又は「安心・付き添い（訪問）」の支援を受けようとする 

家族介護者は、利用申請書（様式第３号、様式第３号の２）により、市長に申請するも

のとする。 

（利用決定） 

第１１条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、支援の可否 

を決定し、利用承認・不承認決定通知書（様式第４号）により申請者に通知する。 

（利用券の交付） 

第１２条 市長は、前条の規定により支援の決定を受けた者（以下「受給者」という。）に

は利用券（様式第５号又は様式５号の２）を交付する。 

２ 「個別講座（訪問）」利用券は、年度を単位に、３枚を交付するものとする。 

３ 「安心・付き添い（訪問）」利用券は、年度を単位に、６枚交付するものとする。 



４ 受給者は交付された利用券を汚損、又は破損したときは、利用券再交付申請書（様式

第６号）に汚損、又は破損した利用券を添えて市長に提出し、再交付を受けることがで

きる。 

５ 紛失による再発行は認めないこととする。 

（利用券の有効期間） 

第１３条 利用券の有効期間は、交付の日から利用券に示した日までとする。 

（実施事業所の決定） 

第１４条 受給者は、実施事業所一覧から利用を希望する事業所を選択し、直接利用を申 

込むものとする 

２ 受給者は前項の申込みの後、実施事業所とサービス提供に関する契約を締結するもの

とする。 

（利用者負担） 

第１５条 受給者は、「個別講座（訪問）」の２回目以降については、別表１に定める利用

者負担金を負担しなければならない。 

２ 受給者は、前項の利用者負担金を利用時に実施事業所へ支払うものとする。 

（助成金の額） 

第１６条 助成金の額は別表１.２に定める助成基準単価に利用回数を乗じて得た額から利

用者負担額を控除した額とする。 

（助成金の請求） 

第１７条 実施事業所は、事業を実施した翌月１０日までに請求書（様式第７号）により

請求し、実績報告書（様式第８号または様式８号の２）と利用券（様式第５号または

様式５号の２）を添付する。 

（助成金の支払） 

第１８条 市長は、前条の請求を受けた日から、３０日以内に助成金を支払うものとす

る。 

（資格の喪失） 

第１９条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものと

する。 

（１）市外に転出したとき。 

（２）要介護者等の死亡、施設入所等により、要件を満たさなくなったとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

２ 資格を喪失した場合、受給者は、未使用の利用券を返還しなければならない。 

（禁止事項） 

第２０条 受給者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。 

（事故発生時の対応） 

第２１条 実施事業所は、利用者に対する事業の実施により事故が発生した場合は、市・

当該利用者の家族等に連絡し必要な措置を速やかに講ずるとともに、当該事故の状況

及び事故に際してとった処置について記録し、市に報告書を提出しなければならな

い。 



（賠償の免責） 

第２２条 事業の実施に関して生じた損害については、特別な理由がある場合を除くほ

か、市は賠償の責を負わない。 

（その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年５月 20日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年３月４日から施行する。 

 

 

 

別表１（第１５条、第１６条関係） 

「個別講座（訪問）」 

 

 

 

別表２（第１６条関係） 
「安心・付き添い（訪問）」 

 

 

 

 

種別 利用者負担金単価 助成基準単価 

初回 ２０分以上 

３０分未満 

なし 利用券１枚につき 

３,５００円 

３０分以上 

１時間未満 

なし 利用券１枚につき 

７,０００円 

２回目以降 ２０分以上 

３０分未満 

利用券１枚につき 

３５０円 

利用券１枚につき 

３,５００円 

３０分以上 

１時間未満 

利用券１枚につき 

７００円 

利用券１枚につき 

７,０００円 

種別 利用者負担金単価 助成基準単価 

家庭訪問また

は通院同行 

２０分未満 なし 利用券１枚につき 

１,２５０円 

２０分以上 

１時間未満 

なし 利用券１枚につき 

２,５００円 


